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葛飾区長  青  木   克  徳

葛飾区特別職議員報酬等審議会

会  長   秋  出   精
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葛飾区議会議員の議員報勘‖及び期末手当の額並びに葛飾区長、轟1

区長及び常勤の監奄委員の給料及び期末手当の額について

(平成24年 1月 24日)

本審議会に対 し、意見を求められた標記の件について、次のとお り答中いた します

葛飾区特就職議員幸R酬竿審議会

会「     長   秋

会長職務代聖者  信

■ヽ

染

r t ~

石

天

る[|

十曽

鈴

委 具

具

具

＝

川

伊

谷

谷

川

面

藤

四

木

的自
（

『泉

安

え
女

一変

委

委

委

票

具



申

は じめに

木審議会は、葛飾区長から葛飾区特別職議員報酬等審議会条例第 2条 の規定にネ|

づ き、平成 23年 12月 21日 に 「葛飾区議会議員の議曇報部1及び期末手当の紙11

びに葛飾医長、副区長及び常勤の監査委員の給料及び期末手当の額 (以下 '特刀|1賊

の報西|1等」とい う。)Jに ついて諮F尋を受けた.

本審議会は、各委員が医民の代表としてい出党の もと、I民 の信頼に応える(1'、

公平ちiオD普通的な立場に立って、ほ:財政の状,えや医政を取 り巻 く社会情:'単の動向ル

び他区の状況等を勘突 と、慎重な春議を行った結果、次の結論に達 iャた,

2 本 |ネ:におけるキ手汚|!職議員幸展邸1等の現,テL

本区の区議会議員の議員報邸1及こがに長、長|【長及び常勤の監査委員"給 料の額it

ついて!よ、平成 9年 度の改定以降据え_置き|となっていたが、hl~成21年 度に開催 |

れた本審議会におい て、区長等の給料の額について!±51きlfげるヤヽtき百を容中 i′

r成 22年 度について(D引き 下げるべき青を各中した。

また、期末子当の文給月数については、平成 18年 度から職員準拠tl,方式を改ri、

年間支給月教を3.6月 に改定 した.平 成 21年 度の 0。 25月 分の引き下|→
Fに

ど

き続き、 平成 22角 t度は 3.35月 んヽら3ぅ 20月 に●.1 5月 分び)う|き下げがイ丁

われたところである。

なお、I長 、扇Ⅲ区長及び常勤の監査委員が対象 となる地域手当の支給準に

は、平成 20年 度から、従来の職員準拠の方式を改め 12%に 定率化 したと

ある。
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3 報 部‖等の改定の適否に係る各判断要素について

(1)職 責の重要性について

区民の選挙によって選出された区長は、区民の信託に応え、区民福祉を向上 さ

せるために、その職責を果たすべく区政の先頭に立ち全力をもつて取 り組む責務

を負 うものである。また、副区長、常勤の監査委員についても、その担 うべき責

務は、区長 と同様に重要なものである

また、区議会議員においても、地方分権改革が進展 し、地方公共団体の機能や

権限が拡大する中で、45万 の区民の代表 として、多様化する区民の意思を約確

に把握、集約 し、住民白治の充実を区1つていくことが求められてお り、その担 う

べき役割 と責務は一
層重要性を増 しているこまた、これ らを背景に、区議会議員

の活動領域は大幅に拡大 し、これに伴い、区1議会議員の常勤化、専業化が進/じで

いる状況にある。

特札職議員報部‖等の額の改定の適否を決定する際には、これ らの各特別職が貴

かれている状況等について十分に勘案 し、検討することが必要である,

(2)平 成 23年 特別区人事委員会勧告について

特別区人事委員会勧告は、民間給与実態調査の結果等 との精確な比較のモ)とに

行われるものであり、特別職の報印‖等の額の改定の適否を決定する際には、その

内容を十分に尊重すべ き必要がある。

なお、本年の特別区人事委員会勧告では、公民比較の結果、職員の給与が民間

従業員の給与を上回つたことから、月例給与については、 0.20%引 き下げ、

特別給 (期末手当 ・勤勉手当)に ついては、民間での支給割合 とおおむね均衡 し

ているため改定なしとする旨の勧告がなされたところである。



(3)他 の特別区との均衡について

現在、各特別区は、それぞれの地域性や特色等を生か して、積極的に独 自の施

策を展開している。その一方で、歴史的にも行財政面でも、特別区としての一体

性を依然有 してお り、特別職の担 う役割、責務などには共通′点が多い。このこと

からモぅ、特別職の報酬等の額の改定の適否を決定する際には、他の特局|1区におけ

る報酬等の支給状況や改定状況を勘案 し、23区 における平均額を一つの判断基

準とすることには妥当性がある。

現在の木区の区長の年収額を他の特別区と比較 した場合、平均額を下回 り、

23区 中 19番 目の額である.

なお、他の特男|1区における審議会からの容申状況を見ると、14の 区が審議会

力ずラの答申を受けてお り、議員報酬に/,いては、8区 が引き下げ、6区 が据え置

きの容中を受けている3-方 、区長の給料については、11区 が引き下げ、3区

が据え置きの答申を受けている。

また、期大手当は、答中を受けた 1_4区すべてにおいて、議員及びメ:長の期末

手当とく)据え置きの容申を受t十ている.

(4)社 会経済情勢への考慮

我が回は、平成 23年 3月 11日 に東 日本大震災とい う末曾有の災害を経験 し、

原子力事故等、未だ震災に起因する様々な問題に直面 している。経済状況も震災

の影響により依然 として厳 しい状況にあり、欧州の政府債務危機など、景気が 下

振れするジスクも存在 してお り、先行きが不透明な状況にあるcこ のような状況

の中、多くの区民がこれからの生活に不安を抱えていることを認識 し、考慮 しな

ければならない。
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4 結  論

当審議会では、上記 3で 述べた、職責の重要性、特別区人事委員会勧告、他の

特別区との均衡、社会経済情勢等の各要素を勘案 し、総合的に審議 した結果 とし

て、次の結論に至ったG

葛飾区議会議員の議員報alll及び期末手当の額並びに葛飾区長、副区長及び常勤

の監査委具の給料及び期末手当の額については、据え置 くことが妥当である。

ゎ  才S才つり1こ

本審議会は、区長の諮問に対 して、以_:iのとお り答申するt)のである3

特丹1職各生は、区民のおかれている現在の状況に十分留意 tン、区民の1吉言とに応え

るべ く、本匹の高性化に,占!け今後 とも最大限の努力を行 うととく)に、箭索で効率的

な行政運営と日滑な議会運営を通 じて、さらなる住民福社の向上に特励される(兵う

切に希望するtぅのである.

なお、木答申は、慎長に審議 した結果であり、 十分に尊重され,るよう要望する!
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